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はじめに
　昭和23年2月9日に公布された国立国

会図書館法は，憲法と並ぶ数少ない前文

を持つ法律の一つである。この館法前文

、にある「真理がわれらを自由にする」と

いう言葉は，そ②三三さで人々を感動さ

せる一方で，その，法律には稀な文学的

表現は時として人々を悩ませてきた。そ．

の後，この言葉が昭和36年，本館第一期
，工事の折，．中央出納目上に刻まれ，さら

，にその横にギリシア語でHAAH⑧EIA．
EA：E’r⑨EPΩΣEI　TMAΣ［真理はあなた

、たちを自由にする］と刻まれると，この

言葉は広く衆目を集めることとなつだ。・

・ここでは，この言葉が館法前文にとりい、

れられteいきさつ，言葉の解釈，銘文の、

いきさつに関する資料壷紹介しe・合わせ

て，この言葉に館外から言及した資料，’

さらに他の同様の銘文の例を紹介する。

1一．館法前文にとりいれられたいきさつ

　国立国会図書館法案は昭和23年2「月4・

日に衆参本会蟻で可決成立したが・同法

案の作成経璋，、主旨，委員会審議の経過

及び結果は羽仁五郎参議院図書館運営委

癖馬が参議院本会議で行った報告に詳し

い（1）。羽仁氏は，その中で「真理がわれ

らを自由にする。・この確信に立みて，憲』

法の誓約する日本の民主化と世界平和に

，寄与するζと。これがわが国立国会図書

館の設立あ使命であります。この法案の

前文はこれを明記しています。，これは，．

とくに，参議院の図書館運営委三会にお

いて起草せられましたものが，衆議院の

同意を得て，前文に掲げられたものであ

ります。」と述べているb羽仁氏は，その

後，図書館職員組合の第一回図書館研究ド

集会で「国立国会図書館設立の主旨とそ

の経緯」と題する講演を行い，f真理がわ

れらを自由にする」の由来，』米使節が起

草した国立国会図書館法案に羽仁氏自身’

が起草した前文を加筆した事，さらに言

葉の典拠はドイツ留学中にフライブルグ

大学図書館く当初は羽仁氏の記憶違いで
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、マールブルグ大学となっていた）で見た

銘文であることを明らかにしている（2）。

法案作成，前文加筆のより詳しい事情1ま，

「国立国会図書館の創立」と題する羽仁氏

自身の論文（3）及び参議院で共に国立国会

図書館法案作成に当たった酒井悌氏らと

の対談（4）の中で語られている。この他；

この言葉が館法前文たとりいれられたい

きさつについては，酒井氏及び中村嘉寿

初代衆議院図書館運営委貝長の子息初雄

氏が書いている⑤⑥。

2　’．言葉の解釈，

　「真理がわれらを自由にする」という言

葉の羽仁氏自身の解釈は必ずしも・明確で

はない。第2回図書館研究集会に寄せら

れたメッセージ（1）中にある「真理はわれ

らをして自由をえさせる。いな，ただ真

理のみがわれらあ自由の条件である。虚

偽のうえにいかなる意味の自由もありえ

ない。」という説明がこの言葉自体に関す

るほとんど唯一の説明である。前にあげ

た委員長報告や講演の中では，この言葉

は館法全体の脈絡の中で説明されてい

る。羽仁氏は，国立国会図書館設立の主

旨として「今日のわが国民の悲惨の現状

は・三三の日本の政治が真理にもとブカi

ないで，虚偽に立脚していたからである

……c会が，その任務をはたすことがで

きなかったのは……立法の全権およびそ

の基礎となるべき調査資料を，議会自ら

が全くもっていなかったからである」こ’

れを克服し「人民主権によって選挙せら

れた国会の任務をはたしていくために

は，その確かなる立法の基礎となる調査

機関を完備しなサればならない」そρだ

めあ国会独自の調査機関として国立国会

図書館が設立された，よらて「真理はわ

れらを自由にする。’これがこの国立国会

図書館法案の全体を貫いている根本精神

である。」と述べている。また，「この言

葉は元来聖書の言葉で，更にさかめぼれ

『ぼ，誰かの言葉でしょうが，しかしこれ

は大学図書館にふさわしい言葉じゃな．

く，国皐国会図書館にふさわしい言葉」

とも述べている。このことから，羽仁氏

は，こあ言葉を図書館一般の理念として

ではなく，国会の調査機関としての国会，

図書館の理念としてとらえていたように

も思える。これに対して，初代副館長中

井正一氏は昭和23年10月13日に行った国

立国会図書館の職員研修における特別講

i義「真理はわれらを自由にする」の中で，

真理と自由という言葉の哲学的・歴史的

考察を試みているが，真理と自由の関係

は必ずしも明らかにはされていない（2）。

また，元達書監岡田温氏は，初代館長金

森徳次郎氏のこの言葉に対する態度を紹

介している（3）。金森氏は，岡田氏がこの

言葉に対して疑問を呈したのに対し，「こ

の図書館は制度上立法府に所属している

が，わた．しはこの図書館は第四権的機関

と思っている。’立法府が何と言おうが，

司法，行政府がどんな難題を持って来よ

うが，それが理にかなうていなければ断

固として拒否する。わが館を動ゑすもの

．は唯『真理』のみ，と考えれば，この言

葉は名言ではないか。」と語ったといヴ。

以上はいわば国立国会図書館の始祖達の

解釈であるが，その後，解釈は変わった

のだろうか。

　目下の館としての公郭解釈といえるの

は，昭和53年の『国立国会函書館三十年

史』の中の解釈（4）であるが，浸れによる

と，ζの言葉は聖書本来の意味よりもむ

しろ第90回帝国議会における「国会図書
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二設置に関する決議案」⑤の趣旨説明で

森戸辰男二二が述べたような思想を意味

するとされている。すなわち，「民主政治

は何よりもまず人間の理性，道理と真実

に基礎をおく政治でなければならない。

国会が真実を尊重し……もって平和と文

化と人道を目指す民主政治を樹立しなけ

ればならない。国立国会図書館はこうし

た民主政治を樹立し，文化国家を建設す

る為の極めて大切な基礎条件の一つであ

る。何よりも真実をつかみ，真理をとら

えようとする態度が大切であり，真の自

由はそうした中から得られるものであ

る」という。これについては，『三十年史』

の当該項を担当した石原義盛氏の解説が

ある（6）。しかし，国立国会図書館法がこ

れら諸決議の延長上にあるとはいえて

も，森戸演説は国立国会図書館法案が具

体化するよりずっと前に行われており，

これでこの言葉を説明するのはいささか

疑問に思える。これに対して，元司書監

山下信庸氏が，昭和44年の佐藤首相訪米

阻止行動に参加して起訴休職となった女

子職員が請求した公平委員会あ公平委員

に任命されたことを契機に行ったこの言

葉に対する考察がある（7）。山下氏の考察

の特徴は，この言葉が「図書館の自由」

との関連で深く考察されていることであ

る。氏は言う，元来聖書に由来するこの

言葉は信仰を前提としてはじめて解釈可

能である，しかし，もし，この言葉が聖

書と無関係ならば，ここでいう真理とは

何を意味するのか，また，いわゆる図書

館の自由という場合，自由は真理を求め

る前提となると考えられているのに対し

て，この言葉の場合は自由と真理の関係

が逆転しているのではないかと。氏はさ

らに，国の機関に聖書の言葉を掲げるこ

との是非を問い，この言葉に対する館と

しての厳密な解釈あるいはこの言葉を含

む前文の見直しも提言している。

3．銘文が刻まれたいきさつ

　現在，中央出納直上の壁には，向かっ

て左側に初代館長金森徳次郎氏の筆で（1）

「真理がわれらを自由にする」，右側には

ギリシア語でヨハネ福音書8章32節に従

って，H：AAH③EIA　EAE’r⑧EPΩΣEI

TMAΣ［真理はあなたたちを自由にする

〈新共同訳〉］と刻まれている。銘文が刻

まれたいきさつに関する資料は驚く程少

ない。羽仁氏自身は「この言葉が，将来

ながくわが国立国会図書館の正面に銘記

され，無知によって日本国民が奴隷とさ

れた時代を永久に批判するであろうこと

を，ぼくは希望する」（2）と述べていたし，

元専門調査員山路鎭夫氏もこういつた銘

文が刻まれることを希望する文を残して
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いる（3）（4）。しかし，この言葉を金森氏の

字で刻むという決定に至る資料は今のと

ころ見つかっていない。ギリシア語の銘

文についでも，建設省が日本文との釣り

合い及び装飾上の観点から聖書の原典ど

おりの言葉で刻んだという伝聞しか残っ

ていない。しかし，場所が場所だけに，

この二つの銘文は甚だ目立ち，以後，日

本語とギリシア語の意味の違いあるいは

その由来を度々訊かれる結果となった。

山下氏も指摘するように，館法の前文に

出てくる言葉が聖書の解釈とは異なるこ

とがはっきりしているのならば，何故，

ここに聖書どおりの言葉が刻まれたのだ

ろうか？という疑問が生ずる。この件に

関しては，関係者の証言あるいは記録発

掘を期待したい。

4．館外からの言及　　‘

　前章で述べたように，中央出納町上に

銘文が刻まれたために，この言葉は閲覧

者及び見学者の注目を浴びる結果となっ

た。問い合わせもしばしばあるので，現

在，資料案内カウンターには説明が用意

してある。館外からの言及は，ほとんど

が銘文に注目し，前文にさかのぼってい

る。年代を追って紹介すると，まず，図

書館大会で当館を見学した明治学院大学

の斎藤茂夫氏が朝日新聞紙上で銘文の由

来を問うている（1）。作家の曽野綾子氏は，

ヨハネ福音書中のこの言葉の解釈に関す

るエッセーの中で，銘文の日本語とギり

シア語の違いに関する当館の回答を紹介

し，しかし，「真理がわれらを自由にする」

と「真理があなたがたを自由にする」と

では，かなり大きな違いがあると述べて

いる②。四国学院大学図書館の東條文規

氏は図書館人の立場から当館の現状批判

も含めて前文及び銘文を肯定的に紹介し

ている（3）。近年では，東京電気大学教授

の渡辺正雄氏が著書の中で西洋と日本の

図書館の歴史的違いについて言及し，エ

ピソードとして当館の銘文を紹介，「近代

的な学術とその方法，それがための制度

や機関，そして近代的な政治までもが，

真理・学問・知識といったものは公共的

なもの，公共財産であるというキリスト

教を含めた西洋的な真理の概念，学問の

概念，知識の概念に負っているところが

きわめて大きい」と述べている（4）。また，

東洋大学の小倉欣一教授は，羽仁氏が言

葉の典拠としたフライブルグ大学図書館

に銘文の由来を照会。1911年，講義棟新

築の際に正面の装飾として，「学生達に，

講義棟で探求し，発見すべきものが何で

あるかを想起させる格言」として，また

入口脇のホメロスとアリストテレスの像

にマッチする言葉としてDie　Wahrheit
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　wird　euch　frei　machen．とv・う言葉が刻

　まれたが，『ここでも，このヨハネ福音書

　に由来するこの言葉は．キリズト教の教義

　としてよりも，むしろ人文主義的，自由

　主義的意味に解釈されているという同大，

学の回答を紹介している。小倉氏は，ド

　イツ語の典拠の言葉と羽仁氏の言葉の連

　いについて，『ミケルアンヂェロ』（岩波・

書店　1939），『都市』（同1949）でヨ’ロ

　ッパの自由都市を高く評価した羽仁氏

　が，恐らく有名な法諺「都市の空気は自

1由にする」をヒントに，誤った記憶に基

づきe，’ 齪Cのよい日本語の名文句を創出

　したのではないかと推測している。氏は，

　当館の前文にこの言葉がとりいれられた
ut o理銘文をめぐる論議を紹介した後，「

　この言葉は，いまや新たな意味づけが必

要なのではあるまいかと結んでいる（5）

（6）。また，最近，東京国際大学の太田秀

通教授は，同大学の図書館の果報に当館

の日本語及びギリシア語の銘文を紹介し

～て，それぞれの由来を調べ，「解釈を試み

ている。その中で，太田氏は「真理自体

の相対性の認識こそ真理追及の終わるこ

　となき精神の基礎である」から「真理が」

ではなく「真理はわれらを自由にする」

　という言葉こそ図書館の標語としてふさ

わしいと述べている（7）。以上，館外から

の言及は，この言葉を図書館一般の理念

　として評価する意見が多いように思われ

　る。

’5．同様の銘支を持つ事例　・．・

　まず，既に紹介したフライブルグ大学

がある。次に，羽仁氏の生地桐生の市立

図書館に羽仁氏自身の筆で「真理はわれ

ちを自由にする」’と掲げられでいる（『図

書館の論理』巻頭グラビア）。九州の別府

大学も「真理はわれらを自由にする」と

吟う言葉を建学の精神とし，キャンパス

に前学長佐藤義詮氏の筆によるこの言葉

の碑が建っている。しかし，同大学の佐

藤理威助教授の調査によるとiこの言葉

は昭和21年に既に佐藤氏によって引用さ

れており，その典拠は聖書でもなければ

’当館の館法でもなぐ，『ギリシア・ラテン

引用語辞典』（田中秀央・落合太郎編　岩

波書店『1937）にある’Bodenhamの

Veritas　liberatという言葉ではないかと

いうことである（1）。・また，当館の銘文の

由来をたずねた斎藤教授の勤務先の明治

学院大学では，白金校舎の図書館の壁に

英文で，横浜校舎の図書館の壁にラデン

語で「真理はあなたたちを自由にする」

と書かれているそうである。最後に北海

道の北星学園余市高校の校門にも「真理

は汝らに自由を得さすべし」という碑文

が掲げられている（2）。

　なお，古今東西の標語を集めたという

『モットー』（3）という本によると，次の各

大学が同様の言葉を標語にしている。

The　truth　makes　free

－Bluffton　College，　Bluffton，　Ohio．

The　truth　shall　make　you　free　．

一City　College　of　San　Francisco，

　San　Francisco，　Califotnia．

一David　Lipscomb　College，　Nashville，

　Tennessee．’

Through　truth　to　freedom

－Augusburg　College，　Minneapolis，

　MinneSota．

Veritas　liberabit　（Latin）　‘The　truth’

will　set　you　free’

一Lafayette　College，　Easton，

　Pennsylvania，　Bodenham　（of　Rother－

　was）　．
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Veritas　liberabit一　vos，　（Latin）　‘The

truth　will　．set　you　free’．

一Saint　Augustine’s　CoJlege，　Raleigh，

’　North　Carolina．

おわりに　　 ’　　　　／

　ここで紹介した資料は稲村徹元氏，、平

川千宏氏が多年に亙って収集されたもの

を高木が整理したもめである。関係資料

・はこの他にも多数あるが，ここでは「真

理がわれらを自由にする」という言葉に

直接，‘言及しているものに限って収録し

た。なお，紹介した資料中にほ「真理が」，

と「真理は」の二通りの表現があるが，

これはそれぞれの資料の表現に従った。

　この稿を終わるに当たり，ここで，当

館の「真理がわれらを自由にする」とい

う言葉に関して明らかになったことを整

理すると：、

　まず，この言葉を含む館法前文は羽仁

氏が起草したものであり，之の言葉は羽

仁氏が戦前，フライブルグ大学で見た聖tt

書の言葉の記憶を基に創出したものであ

る。その意味は，もちろん，聖書の解釈

とは異なる人文主義的意味であった。羽

．丈比をはじめとする立法者の意図あるい

は藩法の中では，この言葉な図書館一般

の理念ではなく国会の調査機関としての

国会図書館の理念とレてとらえられてい

た。しかし，その後，この言葉が前文か

ら取り出され，・中央出納台上にかかげら

れると・次第に図書館一搬の理念とみな’

されるようになってきている。

　聖書の原典どおりに書かれたギリシア

謂の銘文の由来に》ついては，目下のとこ

ろ，装飾上の理由という以外はっきりし

ておらず，館としての説明が望まれる。

なだし，他の例でも分るように，聖書の

原典どおりの言葉を標語としている場合

でも，その意味は聖書本来の解釈で1ホな

・’ ｭ人文主義的に解釈されていることが多

いとは言えるようである。

　なお，館外の方から，「真理がわれらを

自由にする」どいう言葉には聖書以外に

別の典拠があるのではないかというご指

摘を受けたが，一応，当館の言葉の典拠

については明らかになったと思うので，．

ここで筆を置く。間違い，あるいはこの

言葉に関する新たな情報をご教示ねがえ

れば幸である。
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